
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

目
次

※
衆
議
院
に
よ
る
修
正
を
踏
ま
え
た
も
の

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

７

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

８

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

10

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

11

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

12

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

13
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○

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
法
律
で
「
特
定
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
症
を
い
う
。

（
新
設
）

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
一
類
感
染
症
（
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
一
類
感
染
症
」
と
い
う
。
）

二

感
染
症
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
感
染
症
（
第
四
条
の
二
第

一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
二
類
感
染
症
」
と
い

う
。
）

三

感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染

症
（
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
と
い
う
。
）

四

感
染
症
法
第
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
で
あ
つ
て
、
感
染

症
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
つ
て
感
染
症

法
第
十
九
条
若
し
く
は
第
二
十
条
又
は
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
も
の
（
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
三
号
に

お
い
て
単
に
「
指
定
感
染
症
」
と
い
う
。
）

五

感
染
症
法
第
六
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
（
第
四
条
の
二
第
一

項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
新
感
染
症
」
と
い
う
。

）

第
三
条
の
二

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
旅
館
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営

（
新
設
）
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業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
旅
館
業
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人

及
び
譲
受
人
が
そ
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を

受
け
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
条
第
二
項
（
申
請
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
受
人
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
三

営
業
者
た
る
法
人
の
合
併
の
場
合
（
営
業
者
た
る
法
人
と
営
業

第
三
条
の
二

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
旅
館
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営

者
で
な
い
法
人
が
合
併
し
て
営
業
者
た
る
法
人
が
存
続
す
る
場
合
を
除
く
。

業
者
」
と
い
う
。
）
た
る
法
人
の
合
併
の
場
合
（
営
業
者
た
る
法
人
と
営
業

）
又
は
分
割
の
場
合
（
当
該
旅
館
業
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

者
で
な
い
法
人
が
合
併
し
て
営
業
者
た
る
法
人
が
存
続
す
る
場
合
を
除
く
。

い
て
当
該
合
併
又
は
分
割
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き

）
又
は
分
割
の
場
合
（
当
該
旅
館
業
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は

い
て
当
該
合
併
又
は
分
割
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き

分
割
に
よ
り
当
該
旅
館
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す

は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は

る
。

分
割
に
よ
り
当
該
旅
館
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す

る
。

２

第
三
条
第
二
項
（
申
請
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第

２

前
条
第
二
項
（
申
請
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
か
ら
第
六

六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
存
続
す
る
法

て
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人

人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
旅
館
業

若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
旅
館
業
を

を
承
継
す
る
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

承
継
す
る
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
四

（
略
）

第
三
条
の
三

（
略
）

第
三
条
の
五

（
略
）

第
三
条
の
四

（
略
）

２

営
業
者
は
、
旅
館
業
の
施
設
に
お
い
て
特
定
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
に

（
新
設
）

必
要
な
対
策
を
適
切
に
講
じ
、
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
の
特
に
配
慮

を
要
す
る
宿
泊
者
に
対
し
て
そ
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
宿
泊
に
関
す
る
サ
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ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
て
必
要
な
研
修
の
機
会
を

与
え
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
二

営
業
者
は
、
宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
旅
館
業
の
施
設

（
新
設
）

に
お
け
る
特
定
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
特
定

感
染
症
国
内
発
生
期
間
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
定
感
染
症
の
症
状
を
呈
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者

次
に
掲
げ
る
協
力

イ

当
該
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で

な
い
場
合
に
お
い
て
、
医
師
の
診
断
の
結
果
そ
の
他
の
当
該
者
が
同
号

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

営
業
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
旅
館
業
の
施
設
に
お
い
て
み
だ
り
に
客
室
そ
の
他
の
当
該
営
業

者
の
指
定
す
る
場
所
か
ら
出
な
い
こ
と
そ
の
他
の
旅
館
業
の
施
設
に
お

け
る
当
該
特
定
感
染
症
の
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の

二

特
定
感
染
症
の
患
者
等
（
特
定
感
染
症
（
新
感
染
症
を
除
く
。
）
の
患

者
、
感
染
症
法
第
八
条
（
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
に
よ
つ
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
一
類

感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
又
は
指
定
感

染
症
の
患
者
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
い
い

、
宿
泊
す
る
こ
と
に
よ
り
旅
館
業
の
施
設
に
お
い
て
特
定
感
染
症
を
ま
ん

延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

前
号
ロ
に
掲

げ
る
協
力

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

当
該
者
の
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
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そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
確
認
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
そ

の
他
の
旅
館
業
の
施
設
に
お
け
る
当
該
特
定
感
染
症
の
感
染
の
防
止
に
必

要
な
協
力
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２

前
項
の
特
定
感
染
症
国
内
発
生
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
感
染

症
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
特
定
感
染
症
の
う
ち
国
内

に
常
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
感
染
症
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一

一
類
感
染
症
及
び
二
類
感
染
症

感
染
症
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
感
染
症
が
国
内
で
発
生
し
た
旨
の
公
表
が
行
わ
れ
た
と
き
か

ら
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
内
で
の
発
生
が
な
く
な
つ
た
旨
の
公
表
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
間

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
及
び
新
感
染
症

感
染
症
法
第
四
十

四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
感

染
症
が
国
内
で
発
生
し
た
旨
の
公
表
が
行
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
感
染
症
法

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
又
は
感
染
症
法
第
五
十
三

条
第
一
項
の
政
令
の
廃
止
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間

三

指
定
感
染
症

感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
感
染
症
が
国
内
で
発
生
し
た
旨
の
公
表
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
感
染

症
に
つ
い
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

に
よ
つ
て
感
染
症
法
第
十
九
条
若
し
く
は
第
二
十
条
又
は
第
四
十
四
条
の

三
第
二
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の

七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
行
わ
れ
、
又
は
当
該
感
染
症
に
つ
い
て

感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
つ
て
感

染
症
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
並
び
に
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規

定
が
準
用
さ
れ
な
く
な
る
と
き
ま
で
の
間

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
の
政
令
の
制
定
又
は

改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
感
染
症
に
関
す
る

専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
並
び
に
旅
館
業
の
業
務
に
関
し
専
門
的
な
知
識
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及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
営
業
者
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の

求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

営
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は

第
五
条

営
業
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
宿
泊

、
宿
泊
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
が
特
定
感
染
症
の
患
者
等
で
あ
る
と
き
。

一

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
が
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
明
ら
か

に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
が
賭
博
そ
の
他
の
違
法
行
為
又
は
風
紀
を
乱
す

二

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
が
と
ば
く
、
そ
の
他
の
違
法
行
為
又
は
風
紀
を

、
、
、

行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

乱
す
行
為
を
す
る
虞
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
営
業
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担

（
新
設
）

が
過
重
で
あ
つ
て
他
の
宿
泊
者
に
対
す
る
宿
泊
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
要
求
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
を
繰
り
返
し
た
と
き
。

四

（
略
）

三

（
略
）

２

営
業
者
は
、
旅
館
業
の
公
共
性
を
踏
ま
え
、
か
つ
、
宿
泊
し
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
の
状
況
等
に
配
慮
し
て
、
み
だ
り
に
宿
泊
を
拒
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
と
と
も
に
、
宿
泊
を
拒
む
場
合
に
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
を
客
観
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
し
、
及
び
宿
泊
し
よ
う
と

す
る
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
理
由
を
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
条
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
営
業
者

（
新
設
）

が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「

指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
針
を
定
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
感
染
症

に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
、
旅
館
業
の
業
務
に
関
し
専
門
的
な



- 6 -

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
並
び
に
旅
館
業
の
施
設
の
利
用
者
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
条

営
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
旅
館
業
の
施

第
六
条

営
業
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
旅
館
業
の
施

設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
宿
泊
者
名
簿
を
備
え
、
こ
れ

設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
に
宿
泊
者
名
簿
を
備
え
、
こ
れ

に
宿
泊
者
の
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

に
宿
泊
者
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

項
を
記
載
し
、
都
道
府
県
知
事
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
出
し

を
記
載
し
、
都
道
府
県
知
事
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
出
し
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
五
十
万
円
以

第
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
五
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

一

第
五
条
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
五
十
六
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

第
五
十
六
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
営
業
を
譲
渡
し
、
又
は
許
可
営
業
者
に

許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
営
業

つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限

を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が

る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相

二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承

続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営

継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法

業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続

人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を

す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り

承
継
し
た
法
人
は
、
許
可
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

当
該
営
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
許
可
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）
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○

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
理
容
所
の
開
設
者
が
当
該

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
理
容
所
の
開
設
者
に
つ
い

営
業
を
譲
渡
し
、
又
は
当
該
届
出
を
し
た
理
容
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続

て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が

、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ

あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

つ
た
と
き
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人

の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き

以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す

は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ

べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若

た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
届
出
を
し

し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を

た
理
容
所
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
届
出
を
し
た
理
容
所
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す

る
。

②

（
略
）

②

（
略
）
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○

興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
二
条
の
二

興
行
場
営
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当

第
二
条
の
二

興
行
場
営
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
、
又
は
営
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は

い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
興
行
場
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限

分
割
（
当
該
興
行
場
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き

る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お

は
、
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以

い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
興
行
場
営
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
興
行
場
営
業
を
承

を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併

継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法

に
よ
り
設
立
し
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
興
行
場
営
業
を
承
継
し
た
法

人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
興
行

人
は
、
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

場
営
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
二
条
の
二

浴
場
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
浴

第
二
条
の
二

浴
場
業
を
営
む
者
（
以
下
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

場
業
を
譲
渡
し
、
又
は
営
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当

相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
浴
場
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が

該
浴
場
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
浴
場

あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い

の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
浴
場
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と

て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
浴
場
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定

き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し

し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り

た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
浴
場
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
営
業
者
の
地

設
立
し
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
浴
場
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、

位
を
承
継
す
る
。

営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
地
位
の
承
継
）

（
地
位
の
承
継
）

第
五
条
の
三

第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
を
し
た
営
業
者
が
当
該
営

第
五
条
の
三

第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
を
し
た
営
業
者
に
つ
い
て

業
を
譲
渡
し
、
又
は
当
該
届
出
を
し
た
営
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し

相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ

く
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は

つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場

全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は

合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人

、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併

法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
届
出
を
し
た

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
し
た
法

営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

人
は
、
当
該
届
出
を
し
た
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



- 12 -

○

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
地
位
の
承
継
）

（
地
位
の
承
継
）

第
十
二
条
の
二

第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
美
容
所
の
開
設
者
が
当
該

第
十
二
条
の
二

第
十
一
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
美
容
所
の
開
設
者
に
つ
い

営
業
を
譲
渡
し
、
又
は
当
該
届
出
を
し
た
美
容
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続

て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が

、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当
該
営
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ

あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

つ
た
と
き
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人

の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き

以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
す

は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ

べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若

た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
届
出
を
し

し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
営
業
を

た
美
容
所
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
届
出
を
し
た
美
容
所
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



- 13 -

○

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
承
継
）

（
承
継
）

第
七
条

食
鳥
処
理
業
者
が
当
該
食
鳥
処
理
の
事
業
を
譲
渡
し
、
又
は
食
鳥
処

第
七
条

食
鳥
処
理
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
当
該
食
鳥
処
理

理
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
当
該
食
鳥
処
理
の
事
業
を

の
事
業
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相

承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
を
譲
り
受
け

続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
食

た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員

鳥
処
理
の
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、

の
同
意
に
よ
り
当
該
食
鳥
処
理
の
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割

と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
食
鳥
処
理
業
者
の
地
位
を
承
継
す

さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
法
人
は
、
食
鳥

る
。

処
理
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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